
請負契約書（案） 

福島国際研究教育機構 理事長 山崎 光悦（以下「甲」という。）は、〇〇株式会社 代

表取締役社長 〇〇 〇〇（以下「乙」という。）と、「研究ネットワークの構築業務」に

ついて、次のとおり請負契約（以下「本契約」という。）を締結する。 

１ 目  的 別紙仕様書のとおり 

２ 契約金額  円   

（消費税及び地方消費税額 円を含む。）  

３ 履行期間  令和６年 月 日 ～ 令和７年３月３１日 

４ 納入物   別紙仕様書のとおり   

５ 納入場所 別紙仕様書のとおり 

この契約を証するため、本契約書を２通作成し、双方記名押印の上、甲、乙それぞれ１

通を保有する。   

令和６年 月 日 

甲 福島県双葉郡浪江町大字権現堂字矢沢町６番地１

福島国際研究教育機構

理  事  長       山  崎  光 悦 

乙 〇〇県〇〇

〇〇株式会社

代表取締役社長 〇  〇 〇  〇 

別紙④



（総 則） 

第１条 甲及び乙は、頭書記載の業務に関し、本契約条項、仕様書及び提案書に従い、これ

を履行しなければならない。 

 

（契約保証金） 

第２条 甲は、本契約に係る乙が納付すべき契約保証金の納付を全額免除する。 

 

（業務内容の変更等） 

第３条 甲は、必要があると認められるときは、業務の内容を変更し、又は一時中止させる

ことができる。この場合において、契約金額又は契約期間を変更するときは、甲乙協議し

て書面によりこれを定めるものとする。 

 

（再委託の制限） 

第４条 乙は、本契約の全てを第三者（以下「再委託者」という。）に一括して再委託して

はならない。 

２ 乙は、本契約の適正な履行を確保するために必要な範囲において、本契約の一部を再委

託者に再委託することができる。この場合、乙は、あらかじめ再委託者の氏名又は名称、

住所、委託する業務の範囲、その必要性及び契約金額について記載した書面を甲に提出し、

甲の承認を受けなければならない。なお、乙は、甲から承認を受けた内容を変更しようと

する場合、又は再委託者が更に再委託する場合についても同様に甲の承認を受けなけれ

ばならない。 

３ 乙は、本契約の一部を再委託する場合には、再委託した業務に伴う再委託者の行為につ

いて、甲に対して全ての責任を負うものとする。 

 

（債権債務の譲渡の禁止） 

第５条 乙は、本契約によって生じる債権及び債務の全部又は一部を甲の承諾を得ずに、第

三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険

法施行令（昭和２５年政令第３５０号）第１条の３に規定する金融機関に対して債権を譲

渡する場合にあっては、この限りでない。 

 

（施設及び設備の貸与） 

第６条 甲は、乙が本契約による業務を円滑に実施するために、甲が保有する施設及び設備

の貸与が必要と認められる場合は、当該施設及び設備を無償で貸与するものとする。 

２ 乙は、前項の規定により貸与された施設及び設備を善良なる管理者の注意をもって使

用し、本件作業の目的以外に使用してはならない。 

 



（監督） 

第７条 甲は、業務の履行について、自己に代わって監督する者（以下「監督職員」という。）

を定め、必要がある場合は、業務の実施状況を確認するものとする。 

２ 監督職員は、乙の業務の履行に著しい問題があることを発見したときは、その事由を明

示して、乙に改善を求めることができる。 

 

（業務完了の通知） 

第８条 乙は、が完了したときは、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。 

 

（検査の時期） 

第９条 甲は、前条の通知を受けた日から１５日以内に検査をし、合格した上で引渡し又は

給付を受けるものとする。 

 

（対価の支払） 

第１０条 甲は、第９条に規定する検査に合格し、引渡し又は給付を受けた部分について、

乙から適法な支払請求書を受理したときは、受理した日が属する月の翌月末までに当該

代金を支払わなければならない。 

 

(履行遅滞） 

第１１条 乙の責めに帰すべき事由により履行期限内に業務を完了することができない場

合においては、甲は、損害金を乙に請求することができる。 

２ 前項に定める損害金の請求は、第１７条に定める違約金の請求及び第２３条に定める

違約金の請求を妨げない。 

 

（契約不適合責任） 

第１２条 甲は、成果物の引渡しを受けた後、成果物の種類、品質又は数量が本契約の内容

に適合しないものであることを発見したときは、乙に対して、乙の費用でこれを補修する

等の追完を請求することができる。ただし、その不適合が甲の責めに帰すべきものである

ときは、追完を請求することはできない。 

２ 甲は相当と認める期間を定め、乙に対し前項の追完の催告を行ったにもかかわらず、そ

の追完がないときは、甲は、乙に対してその不適合の程度に応じて代金の減額請求をする

ことができる。ただし、次のいずれかに該当する場合には、甲は追完の催告をすることな

く、乙に対して直ちに代金の減額請求をすることができる。 

（１）履行の追完が不能であるとき。 

（２）乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 

（３）契約の性質により、履行期限までに履行しなければ本契約の目的を達することができ



ない場合において、乙が履行期限までに履行の追完をしないでその期限を経過したと

き。 

（４）前３号に掲げる場合のほか、甲が追完の催告をしても乙が追完する見込みがないこと

が明らかであるとき。 

３ 甲は、前項の規定にかかわらず、本契約の不適合により損害を被ったときは、乙に対し

て、第２３条に規定する損害の賠償を請求することができる。 

４ 甲は、前３項の請求をするに当たっては、乙が本契約に不適合な成果物を引渡した場合

において、甲がその不適合を知ったときから１年以内に、乙に対して不適合の内容を通知

しなければならない。 

 

（機密の保持）  

第１３条 乙は、本契約によって知り得た事項の機密を保持しなければならない。ただし、

甲に書類による承諾を得た場合、若しくは当該機密が次の各号のいずれかに該当する場

合はこの限りではない。  

（１）知り得た際、既に公知となっている事項  

（２）知り得た後、乙の責に帰すべき事由によらず、刊行物その他により公知となった事項  

（３）知り得た時点で、既に乙が自ら所有していたことを書類で証明できる事項  

（４）知り得た後、正当な権利を有する第三者から合法的に入手した事項  

２ 本条の規定は、本契約による履行の完了、廃止又は解除をした後であっても効力を有す

るものとする。  

 

（個人情報の取扱い）  

第１４条 乙は、甲から預託を受けた個人情報（生存する個人に関する情報であって、当該

情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等（文書、図画若しくは電磁的記録（電磁的

方式（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式を

いう。）で作られる記録をいう。）に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他

の方法を用いて表された一切の事項をいう。）により特定の個人を識別することができる

もの（他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することがで

きることとなるものを含む。）をいう。以下同じ。）について、善良な管理者の注意をもっ

て取扱う義務を負わなければならない。  

２ 乙は次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に甲の承認を受けた場合は、

この限りではない。  

（１）甲が預託し、又は本契約に関して乙が収集若しくは作成した個人情報を第三者（再委

託する場合における再委託先を含む。）に預託若しくは提供又はその内容を知らせるこ

と。  

（２）甲が預託し、又は本契約に関して乙が収集若しくは作成した個人情報を本契約の目的



の範囲を超えて使用、複写、複製、又は改変すること。  

３ 乙は、甲が預託し、又は本契約に関して乙が収集若しくは作成した個人情報の漏洩、滅

失、毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければなら

ない。  

４ 甲は、必要があると認めるときは、職員又は甲の指定する者に乙の事務所及びその他の

業務実施場所等において、甲が預託し、又は本契約に関して乙が収集若しくは作成した個

人情報の管理が適切に行われているか等について調査をさせ、乙に対して必要な指示を

することができる。乙は、甲からその調査及び指示を受けた場合には、甲に協力するとと

もにその指示に従わなければならない。  

５ 乙は、甲が預託し、又は本契約に関して乙が収集若しくは作成した個人情報を本契約に

よる履行の完了後、廃止又は解除をした後に速やかに甲に返還しなければならない。ただ

し、甲が別に指示したときは、その指示によるものとする。  

６ 乙は、甲が預託し、又は本契約に関して乙が収集若しくは作成した個人情報について漏

洩、滅失、毀損、その他本条に係る違反等が発生し、又はその発生のおそれを認識した場

合には、甲に速やかに報告し、その指示に従わなければならない。  

７ 第１項及び第２項の規定については、本契約による履行の完了、廃止又は解除をした後

であっても効力を有するものとする。  

 

（契約の解除） 

第１５条 乙が天災地変その他乙の責に帰し得ない事由により、契約の解除を申し出たと

きは、甲は本契約の全部又は一部を無償で解除することができる。 

２ 乙は、本契約期間中、本契約に定めるほか、中途解約をすることができない。 

３ 次の各号のいずれかに該当するときは、甲は、本契約の全部又は一部を解除することが

できる。 

（１）乙が本契約の条項の一に違反し、甲が相当期間を定めて催告したにもかかわらず是正

されなかったとき。 

（２）不履行の程度にかかわらず、履行期間内又は履行期間経過後相当の期間内に本件作業

を完了する見込みがないと甲が認めたとき。 

（３）乙が本契約の履行にあたり、不正又は不当の行為があったとき。 

（４）乙が正当な理由がなく、本件作業に着手すべき時期を過ぎても本件作業に着手しない

とき。 

（５）乙が正当な理由なくして解除若しくは解約を申し出たとき、又は甲が乙の解約若しく

は解除理由を不適当としたとき。 

（６）乙が破産、民事再生、会社更生その他これに準ずる手続の開始申立てを行い、又は開

始申立てを受けたとき。 

 



（割合的報酬） 

第１６条 乙は、甲の責めに帰することができない事由により、本件業務を完了することが

できなくなった場合又は本契約が本件業務の完了前に解除された場合において、乙が既

に履行した業務のうち、可分な部分によって甲がその利益を受けたときは、乙は、甲が受

けた利益の割合に応じて契約代金の支払を請求することができる。 

２ 乙は、前項の請求をするに当たっては、可分な部分について第９条の規定に準じて甲の

検査を受けなければならない。 

 

（違約金） 

第１７条 甲は、次の各号のいずれかに該当したときは、違約金として契約金額に１００分

の１０を乗じて計算した金額を、乙に期限を定めて徴収することができる。 

（１）第１５条第３項の規定により、本契約の全部又は一部を解除したとき。 

（２）第１８条第１項から第２項の規定により、本契約の全部又は一部を解除したとき。 

（３）第２０条の規定により、本契約の全部又は一部を解除したとき。 

（４）第２１条第１項の規定により、違約金を請求するとき。 

２ 前項に定める違約金は、損害賠償の予定又はその一部としないものとする。 

 

（反社会的勢力の排除） 

第１８条 乙は、次の各号のいずれかに該当しないことを表明・保証し、甲は、乙が次の各

号のいずれかに該当したとき、又は該当していたことが判明したときは、何らの催告を要

せずに本契約の全部又は一部を解除することができる。 

（１）乙が、暴力団、暴力団構成員、暴力団関係企業若しくは関係者、総会屋、その他反社

会的勢力（以下「反社会的勢力」という。）であること、又は反社会的勢力であったこ

と。 

（２）乙の役員又は実質的に経営を支配する者が反社会的勢力であること、又は反社会的勢

力であったこと。 

（３）乙の親会社、子会社（いずれも会社法の定義による。以下同じ。）又は本契約等の履

行のために使用する委託先その他第三者が前２号のいずれかに該当すること。 

２ 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合、何らの催告を要せずに本契約の全部又は一

部を解除することができる。 

（１）乙（乙の役員若しくは実質的に経営を支配する者を含む。以下第２号から第４号にお

いて同じ。）が甲に対して脅迫的な言動をすること、若しくは暴力を用いること、又は

甲の名誉・信用を毀損する行為を行うこと。 

（２）乙が偽計又は威力を用いて甲の業務を妨害すること。 

（３）乙が第三者をして前２号の行為を行わせること。 

（４）乙が反社会的勢力への資金提供を行う等、その活動を助長する行為を行うこと。 



（５）乙の親会社、子会社又は本契約等の履行のために使用する委託先その他第三者（これ

らの役員又は実質的に経営を支配する者を含む。）が前４号のいずれかに該当する行為

を行うこと。 

 

（不当介入に関する通報・報告） 

第１９条 乙は、本契約に関して、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係

者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入（以下「不当介入」という。）

を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速

やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行

うものとする。 

 

（談合等の不正行為による契約の解除） 

第２０条 甲は、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。 

（１）本契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法

律第５４号。以下「独占禁止法」という。）第３条又は第８条第１号の規定に違反する行

為を行ったことにより、次のイからハまでのいずれかに該当することとなったとき。 

イ 独占禁止法第６１条第１項に規定する排除措置命令が確定したとき。 

ロ 独占禁止法第６２条第１項に規定する課徴金納付命令が確定したとき。 

ハ 独占禁止法第７条の４第７項又は第７条の７第３項の課徴金納付命令を命じない旨

の通知があったとき。 

（２）本契約に関し、乙の独占禁止法第８９条第１項又は第９５条第１項第１号に規定する

刑が確定したとき。 

（３）本契約に関し、乙（法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。）の刑法（明

治４０年法律第４５号）第９６条の６又は第１９８条に規定する刑が確定したとき。 

 

（談合等の不正行為に係る違約金等） 

第２１条 乙が、本契約に関し、前条の各号のいずれかに該当したときは、甲が本契約を解

除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要するこ

となく、乙は違約金を支払わなければならない。 

２ 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。 

３ 第１項に規定する場合において、乙が既に解散している事業団体であるときは、甲は、

乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。

この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなけ

ればならない。 

 

（遅延損害金） 



第２２条 乙は、第１１条の規定により甲に損害金を支払う場合において、履行期限の翌日

から損害金を甲に支払う日までの期間に応じ、当該支払金額に対し、民法（明治２９年法

律第８９号）第４０４条で定める法定利率（以下「法定利率」という。）に基づき計算し

た金額を支払わなければならない。 

２ 乙は、第１７条の規定により甲に違約金を支払う場合において、甲が指定する期限まで

に支払わないときは、その期限の翌日からこれを甲に支払う日までの期間に応じ、当該支

払金額に対し、法定利率に基づき計算した金額を支払わなければならない。 

 

（損害賠償） 

第２３条 乙は、乙又は乙の作業員（以下「乙等」という。）が、本契約による業務の履行

に際して、甲の財産を滅失し、又はき損したときは、甲の指示に従い原状に復し、又は代

替品を納入し、若しくはこれによって生じた損害に相当する金額を賠償しなければなら

ない。ただし、乙等に故意又は重過失がない場合、その賠償額は、契約金額と消費税及び

地方消費税の合計額を上限額とする。 

２ 乙等が、本契約による業務の履行に際して、乙等の責に帰すべき事由により第三者（甲

の役職員を含む。）の身体又は財産に損害を与えたときは、乙はその賠償額に相当する金

額を弁済するものとする。 

 

（情報セキュリティの確保）  

第２４条 乙は、本契約全体における情報セキュリティの確保のため、「政府機関等のサイ

バーセキュリティ対策のための統一基準群」、「福島国際研究教育機構サイバーセキュリ

ティ基本方針」及び「福島国際研究教育機構サイバーセキュリティ対策基準」に準じて情

報セキュリティ対策を講じなければならない。 

 

（契約の公表） 

第２５条 乙は、本契約の名称、契約金額並びに乙の商号又は名称、法人番号及び所在地等

が公表されることに同意するものとする。 

２ 乙は、甲との契約において一定の関係を有する場合にあっては、前項に加えて乙への再

就職の状況や、取引の状況に関する情報が公表されることに同意するものとする。 

 

（契約書の解釈）  

第２６条 本契約の規定について解釈上生じた疑義、又は契約に定めのない事項について

は、甲、乙協議の上決定する。  

２ 本契約に関する訴えの第一審は、甲の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。  

 

以上 


